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日本政策金融公庫との連携による事業承継支援の実施について 

～ ワンストップ協調支援スキームによる支援の実施 ～ 

 

株式会社愛媛銀行(頭取：西川 義教）は、日本政策金融公庫（松山支店・宇和島支店・

新居浜支店）との連携協定に基づき、株式会社丸八水産（本社：愛媛県松山市、代表取締役 

野本 勝生）の事業承継課題の解決に向け連携して支援しましたので、下記のとおりお知ら

せします。当行は、引き続き日本政策金融公庫と連携して愛媛県内の事業者の幅広いニーズ

にお応えしてまいります。 

記 

1．企業の概要 

商 号 株式会社丸八水産 

代表者 代表取締役 野本 勝生 

所在地 愛媛県松山市三津ふ頭１番地２ 

設 立 1980年 12月 25日 

業 種 水産物、つま物類の卸売り 

 

２．取組内容 

株式会社丸八水産の現経営者である野本勝生氏が事業承継を進める際に、当行が野本氏に

対して、承継スケジュールのコンサルティングや、「経営承継円滑化法」に基づく認定申請手

続き（※）など承継に必要なサポートを行いました。認定取得後、日本政策金融公庫が融資

を行ったものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以 上                                                          

【連携協定イメージ図】 

（※）「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」（経営承継円滑化法）は、都道府県知事の認定を受けるこ

とを前提に、特例として事業承継を行う会社の代表者等の個人が、日本政策金融公庫等の融資や信用保証協会の

保証を受けることが出来る制度です。 


